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知事から各部長への指示事項

〇 県内の感染状況や全国的な感染防止対策の動向なども踏まえ、次の

２点について、各部局は取り組みをお願いします。

＜飲食店対策＞

○ １点目は飲食店の時短要請に関連した対策です。本日、南国市の飲食

店等に対して、営業時間短縮の協力要請期間を 12 日（日）まで延長す

ることとしました。

○ また、高知市においても、先月 27 日（金）から「まん延防止等重点

措置」の適用によって、措置区域に応じた時短要請の内容に切り替わっ

ており、こちらも 12 日（日）までの間、営業時間短縮の協力要請を

行っています。

○ これらの時短要請に関しては、ほとんどの店舗に協力いただいてい

ると現在報告を受けています。この場をお借りして御礼申し上げます。

○ しかしながら、一部には、協力いただけていない店舗もあると報告を

受けています。従って、営業実態をしっかり確認し、夜８時以降も営業

を続けている店舗については、個別に働きかけを行うなど、まずは任意

の要請によって、協力を促すよう対応をお願いします。

＜学校の対策＞

○ ２点目が学校における対策です。今日から県内の多くの学校で新学

期がスタートするタイミングです。本県での感染も変異株である「デル

タ株」にほぼ置き換わっていますが、この「デルタ株」は、子どもへの

感染力も強いと言われており、かつては子どもには感染しにくいと言

われていましたが、この８月、９月で状況が変わってきています。

○ そのため、学校における感染拡大を防止するため、児童生徒の皆さま、

教職員の皆さまについては、例えば「発熱」や「のどの違和感」などの

症状があって、普段と体調が少しでも異なる場合には、自宅で休養して

いただくよう、あらためて周知徹底をお願いします。
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○ さらに、最近では、家庭内感染も増えているため、同居家族に同じよ

うな症状が見られた場合にも登校や出勤を控えるよう、あらためて徹

底をお願いします。

○ 仮に、児童生徒や教職員の感染が判明した場合には、先日、国からも

新しいガイドラインが示されているので、こうしたガイドラインも参

考にしながら、先ずは速やかに濃厚接触者や、検査対象者の特定を図っ

ていただくようお願いします。

○ さらに、学校内で感染が広がっている可能性が考えられる場合には、

状況に応じて、「学級の閉鎖」や「学年単位での閉鎖」、さらには「学校

全体の臨時休業」という対応も含めて検討し、感染の食い止めを図って

ください。


